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▽
事
業
内
容　
①
育
児
援
助
…
授
乳
、
お

む
つ
交
換
、
も
く
浴
補
助
な
ど
②
生
活
援

助
…
食
事
の
準
備
・
片
付
け
、
住
居
の
掃

除
・
整
理
、
衣
類
の
洗
濯
・
補
修
、
生
活

必
需
品
の
買
い
物
な
ど
（
い
ず
れ
も
日
常

的
に
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
）
③
介
護
援

助
…
食
事
の
準
備
・
片
付
け
、
排
せ
つ
の

介
助
、
衣
類
や
シ
ー
ツ
の
交
換
な
ど

▽
委
託
期
間　
６
月
１
日
～
７
年
３
月
31

日▽
申
込
資
格　
⑴
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
１

級
・
２
級
⑵
介
護
福
祉
士
⑶
介
護
福
祉
士

実
務
者
研
修
又
は
介
護
職
員
初
任
者
研
修

の
修
了
者
の
い
ず
れ
か
を
利
用
者
の
居
宅

に
派
遣
で
き
る
、
市
内
に
事
務
所
が
あ
る

事
業
者

∧
説
明
会
∨

時 

５
月
14
日
（
火
）
午
前
10
時
～
正
午　

所 

市
立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
５
階
研
修

室
５

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

申 

問 

直
接
窓
口
で
こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎

８
３
８
・
０
４
６
６
）

民
間
賃
貸
住
宅
の
空
き
部
屋
を 

借
上
住
宅
と
し
て
活
用
し
ま
せ
ん
か

　
借
上
住
宅
と
し
て
認
定
さ
れ
た
住
宅
は

借
上
住
宅
登
録
台
帳
に
登
録
し
、
市
営
住

宅
と
し
て
転
貸
し
ま
す
。
借
上
住
宅
登
録

台
帳
へ
の
登
録
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
普

段
ど
お
り
賃
貸
住
宅
の
募
集
も
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、「
市
借
上
住
宅
事
業
実
施

要
領
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

∧
主
な
基
準
∨

〇
公
営
住
宅
な
ど
の
整
備
基
準
に
適
合
し

た
共
同
住
宅
（
長
屋
住
宅
は
不
可
）

〇
耐
火
構
造
又
は
準
耐
火
構
造
の
住
宅

〇
４
階
建
て
以
上
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置

〇
新
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
住
宅

〇
タ
イ
プ　
１
Ｋ
～
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

〇
床
面
積　
25
㎡
～
75
㎡
程
度

HP
４
１
６
７
・
４
１
８
３

申 

問 

所
定
の
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接
、
ま
ち
づ

く
り
推
進
課
（
☎
８
２
５
・
２
４
０
９
）

会
計
年
度
任
用
職
員
（
留
守
家
庭

児
童
会
の
指
導
員
）
を
募
集

▽
時
給　
資
格
な
し
…
１
２
０
５
円
、
資

格
あ
り
（
保
育
士
・
教
員
免
許
）
…
１
２

９
２
円

時 

月
～
金
曜
日
の
午
後
1
時
30
分
～
６

時
30
分（
長
期
休
暇
な
ど
変
則
勤
務
あ
り
）　

所 

市
立
23
小
学
校　
内 

留
守
家
庭
児
童

会
に
お
け
る
子
ど
も
の
生
活
習
慣
の
指
導　

他 

面
接
後
に
採
用
者
を
決
定
し
ま
す　

◆電話で相談を
　最初の相談は原則、電話で受
け付けています。話を聞いたう
えで書面などの確認が必要と判
断したときは、直接窓口に来て
もらうこともあります。
◆�契約した本人が
　相談してください
　認知症などにより、本人によ
る相談が難しい場合は、家族や

介護をしている人からの相談も
受け付けます。
◆受け付けられない内容
　個人間のトラブルや労働問
題、心の悩み、相続に関する相
談のほか、事業者からの相談は
受けられません。
◆ほかの窓口を
　案内することがあります
　相談内容によっては、弁護士

相談など、より適切な相談窓口
を案内することがあります。
　消費生活センターでの相談
は、相談者自身で解決する方法
を伝えることが目的で、事業者
への改善に向けた指導権限など
はありません。相談の結果、希
望どおりの対応ができないこと
もあります。

困ったときは困ったときは
消費生活センターに消費生活センターに

相談を相談を
　消費生活センターは、事業者と消費者の契約トラブルに関する相談窓口です。利用時は、次の点に注
意してください。

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時

桜木町5番30号☎828・0397

消費生活センターだより

維持管理・修繕

借上住宅

転貸

家賃

賃
貸
借
契
約

借
上
料

入

　居

入居者 寝屋川市

事業者
（オーナー）

入退去に
伴う修繕

民間賃貸住宅の空き部屋のイメージ

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

市
民
公
益
活
動
災
害
補
償
制
度

　
市
民
活
動
を
安
心
し
て
行
っ
て
も
ら
う

た
め
、
公
益
活
動
中
に
起
き
た
事
故
に
よ

る
け
が
な
ど
の
傷
害
や
賠
償
責
任
を
負
っ

た
と
き
、
市
が
契
約
し
た
保
険
を
活
用
で

き
ま
す
。
事
故
な
ど
が
発
生
し
た
と
き
は

市
へ
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対 

市
民
５
人
以
上
の
団
体
に
よ
る
、
自

主
的
で
営
利
を
目
的
と
し
な
い
、
日
帰
り

で
行
う
市
民
公
益
活
動（
地
域
社
会
活
動
、

青
少
年
健
全
育
成
活
動
、
社
会
福
祉
・
社

会
奉
仕
活
動
な
ど
）　
￥ 

無
料　
他 

市
へ

の
事
前
登
録
は
不
要
で
す　
HP
３
３
５

３問 

各
団
体
の
担
当
課
又
は
市
民
活
動
振

興
室
（
☎
８
２
５
・
２
１
２
０
）

手

　続

　き

令
和
５
年
度
①
低
所
得
者
支
援
給

付
金
②
子
育
て
世
帯
へ
の
加
算

∧
申
請
期
限
は
５
月
31
日
（
金
）
∨

　
物
価
高
に
よ
り
厳
し
い
状
況
に
あ
る
人

を
支
援
す
る
た
め
、
①
１
世
帯
当
た
り
10

万
円
②
子
ど
も
１
人
当
た
り
５
万
円
を
支

給
し
て
い
ま
す
。
給
付
金
を
受
け
取
る
に

は
、
期
限
内
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対 

基
準
日
（
令
和
５
年
12
月
１
日
）
に

①
令
和
５
年
度
住
民
税
が
「
均
等
割
の
み

課
税
さ
れ
て
い
る
人
」
又
は
「
均
等
割
の

み
課
税
さ
れ
て
い
る
人
と
非
課
税
の
人
の

両
方
」
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
（
住
民
税
均

等
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養
親
族

な
ど
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
を
除
き
ま

す
）
②
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

又
は
①
の
世
帯
で
扶
養
さ
れ
て
い
る
、
平

成
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
子
ど

も
（
原
則
、
基
準
日
時
点
で
支
給
対
象
世

帯
と
同
一
世
帯
の
子
ど
も
）

※
令
和
６
年
５
月
１
日
～
31
日
に
出
生
予

定
の
子
ど
も
で
、
申
請
が
間
に
合
わ
な
い

と
き
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

HP
①
２
２
１
１
７
②
２
２
１
２
０

申 

問 

確
認
書
又
は
申
請
書
を
直
接
窓
口

又
は
郵
送
で
５
月
31
日
（
金
）
＝
消
印
有

効
＝
ま
で
に
保
護
課
（
給
付
金
担
当
〒
572

―
０
８
３
１
豊
野
町
15
番
10
号
市
役
所
別

館
１
階
、
☎
８
０
０
・
４
８
６
０
）

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

　
５
月
の
回
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
回
は

６
月
に
実
施
予
定
で
す
。
日
程
は
「
広
報

ね
や
が
わ
」
６
月
号
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

HP
５
４
３
５

問 「
市
消
費
者
協
会
」・前
田
（
☎
８
２
２・

１
９
９
７
）

募
集
情
報

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
家
庭
に
対
す
る

家
事
等
訪
問
支
援
事
業
委
託
事
業

者
の
募
集

　
本
来
大
人
が
担
う
は
ず
の
家
事
や
家
族

の
世
話
な
ど
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
子

ど
も
（
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
）
が
い
る
家
庭

へ
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
す
る
事
業
を
受
託
す

る
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

第
２
次
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
『
タ
ー

ミ
ナ
ル
化
』
推
進
計
画
（
素
案
） 

　
将
来
に
わ
た
り
持
続
的
に
発
展
す
る

た
め
の
基
盤
を
確
実
な
も
の
と
す
る
に

は
、
「
公
共
施
設
適
正
化
検
討
方
針
」

を
踏
ま
え
、
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
化
構
想
」

を
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
た
め
、
「
第
２
次
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
『
タ
ー
ミ
ナ
ル
化
』
推
進
計

画
」
を
策
定
し
ま
す
。

　
こ
の
素
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
の
意

見
を
募
集
し
、
提
出
さ
れ
た
意
見
の
あ

ら
ま
し
と
、
意
見
に
つ
い
て
の
市
の
考

え
方
を
公
表
し
ま
す
。

◎
素
案
の
詳
し
い
内
容
は
、
５
月
１
日

～
31
日
に
資
産
活
用
課
、
市
民
情
報

コ
ー
ナ
ー
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
、
市
立
中

央
・
東
・
寝
屋
川
市
駅
前
図
書
館
又
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ

メ
ン
ト
手
続
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

対 

市
内
在
住
・
在
職
・
在
学
の
人
又

は
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
を
持
つ
個

人
・
法
人
な
ど　
HP 

２
２
９
７
１

応
募
・
問 

所
定
の
用
紙
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直

接
窓
口
又
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル

（
ア
ド
レ
ス
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見

て
く
だ
さ
い
）
で
５
月
１
日
～
31
日
＝

必
着
＝
に
資
産
活
用
課
（
〒
572
―
８
５

５
５
本
町
１
番
１
号
☎
８
２
５
・
２
２

１
８
、
ＦＡＸ
８
２
５
・
２
４
９
８
）

※
⑴
電
話
な
ど
に
よ
る
意
見
は
受
け
付

け
ま
せ
ん
⑵
個
々
の
意
見
に
直
接
回
答

は
し
ま
せ
ん
。

申 

い
ず
れ
も
当
日
直
接
（
先
着
順
）

環
境
保
全
審
議
会

時 

５
月
16
日
（
木
）
午
前
９
時
30

分
（
受
付
は
午
前
９
時
15
分
か
ら
）　

所 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
６
階
多
目

的
室

問 

環
境
総
務
課
（
☎
８
２
１
・
４

０
５
５
）

委員会など
市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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HP
５
４
０
１

申 

問 

直
接
窓
口
又
は
電
話
で
社
会
教
育

推
進
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
５
）

保
育
所
な
ど
で
働
き
ま
せ
ん
か 

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

▽
職
種　
①
保
育
士
・
保
育
教
諭
②
延
長

保
育
士
③
給
食
調
理
員
④
保
育
補
助

▽
勤
務
日
時　
月
～
土
曜
日
の
①
午
前
８

時
45
分
～
午
後
５
時
（
週
37
時
間
30
分
）

②
午
前
７
時
15
分
～
午
後
７
時
15
分
の
間

で
１
日
５
時
間
程
度
の
シ
フ
ト
制
③
午
前

８
時
45
分
～
午
後
５
時
（
土
曜
日
は
午
前

９
時
～
正
午
）
④
午
前
８
時
45
分
～
午
後

５
時
（
週
37
時
間
30
分
）

▽
時
給　
①
１
３
９
７
円
②
資
格
な
し
…

１
３
５
４
円
、
資
格
あ
り
…
１
４
２
２
円

③
１
１
５
０
円
④
１
０
９
５
円
（
④
は
保

育
士
又
は
子
育
て
支
援
員
の
資
格
が
必

要
、
保
育
士
の
資
格
が
あ
る
人
が
④
で
採

用
さ
れ
た
場
合
、
次
の
年
度
は
①
の
区
分

で
勤
務
）

※
⑴
在
職
期
間
に
応
じ
て
６
月
・
12
月
に

手
当
を
支
給
し
ま
す（
基
準
日
に
在
職
し
、

週
29
時
間
以
上
・
６
か
月
以
上
の
勤
務
が

条
件
⑵
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用
者

を
決
定
し
ま
す
。

申 

履
歴
書
（
①
④
と
②
の
資
格
あ
り
は

必
要
資
格
が
確
認
で
き
る
資
格
証
な
ど
の

写
し
）
を
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室

（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

問 

保
育
課
（
☎
８
１
２
・
２
５
５
２
）

市
安
全
推
進
協
議
会
の 

委
員
を
募
集

　
犯
罪
や
事
故
の
防
止
な
ど
の
安
全
推
進

施
策
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
で
き
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

対 

現
在
、
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
に

就
任
又
は
応
募
し
て
い
な
い
市
内
在
住
・

在
職
・
在
学
の
18
歳
以
上
の
人
で
、
平
日

昼
間
の
会
議
に
年
２
回
程
度
出
席
で
き
る

人　
定 

２
人　
HP
８
１
７
６

▽
任
期　
７
月
11
日
～
令
和
８
年
７
月
10

日
（
予
定
）

▽
報
酬　
出
席
１
回
に
つ
き
９
０
０
０
円

▽
選
考
方
法　
小
論
文
及
び
面
接

▽
小
論
文
の
テ
ー
マ　
街
頭
犯
罪
を
減
ら

す
た
め
に
市
民
が
で
き
る
こ
と
（
８
０
０

字
程
度
、
様
式
自
由
）

申 

問 

応
募
用
紙
（
市
役
所
市
民
情
報
コ
ー

ナ
ー
で
配
布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
と
小
論
文
を
５
月
17
日

（
金
）
＝
消
印
有
効
＝
ま
で
に
郵
送
又
は

メ
ー
ル
（
ア
ド
レ
ス
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
）
で
監
察
課
（
〒
572
―
８
５
５
５

本
町
１
番
１
号
☎
８
１
２
・
２
２
４
６
）

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー 

提
供
会
員
の
募
集

　
子
ど
も
の
短
時
間
預
か
り
や
保
育
所

な
ど
へ
の
送
迎
な
ど
、
空
い
た
時
間
に
地

域
の
子
育
て
を
支
援
す
る
会
員
組
織
で

す
。

　
提
供
会
員
養
成
講
習
会
の
日
程
は
右
下

の
表
の
と
お
り
で
す
。

※
①
２
年
以
内
に
す
べ
て
の
講
習
を
受
講

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
②
講
習
会
は
年
２

回
あ
り
ま
す
。

申 

問 

直
接
又
は
電
話
で
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
リ
ラ
ッ
ト
内
☎

８
３
９
・
８
８
１
７
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

ひ
ょ
う
た
ん
な
ど
の 

苗
を
無
料
配
布

時 

５
月
13
日
（
月
）
午
前
９
時
30
分
～

午
後
５
時　
所 

南
寝
屋
川
公
園
管
理

棟　
内 

ひ
ょ
う
た
ん
及
び
お
も
ち
ゃ
カ

ボ
チ
ャ
約
２
０
０
株
（
先
着
順
、
１
人
２

株
ま
で
、
種
類
は
選
べ
ま
せ
ん
）

※
生
育
状
況
に
よ
り
、
配
布
数
を
変
更
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

申 

問 

南
寝
屋
川
公
園
管
理
事
務
所
（
☎

８
２
４
・
６
２
６
２
）

緑
の
募
金

　
大
切
な
自
然
を
守
っ
て
地
球
温
暖
化
を

防
止
し
、
大
阪
を
緑
豊
か
に
す
る
た
め
の

募
金
で
す
。
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

時 

５
月
31
日
（
金
）
ま
で　
所 

市
役
所

総
合
案
内
、
各
シ
テ
ィ・ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

問 

公
園
み
ど
り
課
（
☎
８
２
５
・
２
２

９
３
）

寝
屋
川
沿
い
の 

ツ
ツ
ジ
の
せ
ん
定

　
４
月
下
旬
か
ら
５
月
上
旬
に
か
け
て
、

日　時 内　容

６月４日（火）
午前９時30分～午後０時30分 活動を円滑に進めるために

午後１時～３時 身体の発達と病気

６日（木）
午前10時～正午 心の発達とその問題①

午後１時～３時 心の発達とその問題②

11日（火）
午前10時30分～午後０時30分 保育の心

午後１時～３時 子どもの遊び

14日（金）
午前９時30分～午後０時30分 子どもの栄養と食生活  

午後１時～３時 安全・事故

20日（木）
午前９時30分～午後０時30分 救命講習

午後１時30分～２時30分 小児看護の基礎知識

24日（月） 午前10時～正午 子どもの世話

提供会員養成講習会

※ ⑴場所はいずれもリラット３階セミナールームです⑵一時保育を行い
ます（各日先着２人、２週間前までに予約）。

一
級
河
川
寝
屋
川
沿
い
の
ツ
ツ
ジ
が
満
開

に
な
り
ま
す
。
花
が
咲
い
た
後
に
樹
形
と

景
観
に
配
慮
し
、
計
画
的
に
せ
ん
定
を
行

い
ま
す
。

　
作
業
を
行
う
時
期
や
区
間
は
、
事
前
に

現
地
に
掲
示
し
ま
す
。

問 

公
園
み
ど
り
課
（
☎
８
２
５
・
２
２

９
３
）

ク
リ
ー
ン
リ
バ
ー 

寝
屋
川
作
戦
・
春

　
美
し
い
寝
屋
川
を
未
来
の
子
ど
も
た
ち

に
残
し
て
い
く
た
め
、
参
加
を
お
願
い
し

ま
す
。

時 

５
月
26
日
（
日
）
午
前
９
時
～
11
時
＝

雨
天
中
止　
所 

寝
屋
川
せ
せ
ら
ぎ
公
園

（
寝
屋
川
市
駅
西
側
）・
幸
町
公
園　
他 

軍
手
・
タ
オ
ル
・
長
靴
・
ゴ
ミ
ば
さ
み
・

か
ま
な
ど
が
あ
れ
ば
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い問 「
ク
リ
ー
ン
リ
バ
ー
寝
屋
川
実
行
委
員

会
」・
竹
井
（
☎
０
９
０
・
８
８
８
２
・

９
８
７
８
）
又
は
市
下
水
道
事
業
室
（
☎

８
２
５
・
２
１
６
２
）

相

　
　談

土
曜
法
律
相
談

時 

毎
月
第
４
土
曜
日
午
前
８
時
30
分
～

正
午　
所 

市
役
所
１
階
広
聴
相
談
室　

内 

相
続
・
借
地
・
借
家
・
不
動
産
・
離

婚
な
ど
の
法
的
問
題
の
相
談　
対 

市
内

在
住
・
在
職
・
在
学
の
人　
定 

７
人
（
申

込
順
）　
￥ 

無
料

∧
予
約
の
方
法
∨

　
同
じ
週
の
月
曜
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の

と
き
は
翌
日
）
の
午
前
９
時
か
ら
電
話
又

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
平
日
の
法
律
相
談
は
、
１
週
間
前
の
同

じ
曜
日
（
祝
日
、
振
替
休
日
の
と
き
は
そ

の
翌
日
か
ら
）
か
ら
予
約
で
き
ま
す
。

HP
５
５
５
９

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
広
聴
担
当
（
☎
８

２
４
・
１
１
５
５
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談

時 

５
月
21
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
や

会
計
処
理
、
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど　
定 

４
団
体
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料

申 

問 

５
月
17
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
又

は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎

８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

時 

５
月
28
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

パ
ソ
コ
ン
機
器
の
故
障
、
ト
ラ

ブ
ル　
定 

６
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料　

他 

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い

申 

問 

５
月
21
日
（
火
）
午
前
10
時
か
ら

直
接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
無
料
の
就
労
相
談

を
行
い
ま
す
。

時 

５
月
10
日
・
17
日
い
ず
れ
も
金
曜
日

午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１
人
40
分

程
度
）　
所 

リ
ラ
ッ
ト
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
ル
ー
ム
２　
定 
各
日
４
人　
他 

予
約

が
必
要
、
完
全
個
室
、
子
ど
も
連
れ
可　

HP
４
３
７
４

申 

問 

開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市
公
式

ア
プ
リ
「
予
約
・
申
請
な
ど
」
又
は
電
話

で
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー（
☎
８
２
８・

０
７
５
１
）産

業
・
事
業
者

中
小
企
業
経
営
・ 

技
術
支
援
補
助
金

∧
展
示
会
へ
の
出
展
料
を
補
助
∨

　
製
品
、
技
術
な
ど
を
展
示
会
に
出
展

す
る
と
き
の
出
展
料
の
２
分
の
１
（
１

年
度
当
た
り
上
限
20
万
円
）
を
補
助
し

ま
す
。

∧
国
等
補
助
金
の

申
請
サ
ポ
ー
ト
費
補
助
∨

　
市
内
中
小
企
業
者
を
対
象
に
国
又
は

府
が
行
う
設
備
投
資
に
対
す
る
補
助
事

業（
補
助
額
が
１
０
０
万
円
以
上
の
も
の
）

の
申
請
に
つ
い
て
、
外
部
の
専
門
機
関
な

ど
へ
依
頼
す
る
と
き
に
必
要
な
委
託
料
又

は
報
償
費
の
２
分
の
１
（
①
着
手
金
上
限

10
万
円
②
成
功
報
酬
上
限
30
万
円
、
①
②

を
併
用
す
る
と
き
の
上
限
は
30
万
円
）
を

補
助
し
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

対 

市
内
中
小
企
業
者　
他
補
助
金
の
予

クリーンリバー

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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正
午
②
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時　
所 

枚
方
寝
屋
川
消
防
本
部　
対 

令
和
６
年

度
に
受
験
を
検
討
し
て
い
る
人　
定 

①

②
計
１
０
０
人
程
度
（
申
込
順
）

申 

５
月
15
日
（
水
）
ま
で
に
枚
方
寝
屋

川
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※　
　

※
申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
枚
方
寝
屋
川

消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ

い
。

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
人
材
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
課
（
☎
８
５
２
・
９
９
２
２
）

５
月
は
宅
地
防
災
月
間

　
宅
地
被
害
が
起
き
る
と
家
屋
や
家
財
、

と
き
に
は
人
命
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
造
成
中
の
急
斜
面
や
無
理
な
積

み
方
を
し
た
石
垣
、
風
化
の
著
し
い
崖
面

な
ど
は
、
長
雨
、
大
雨
な
ど
に
よ
り
思
わ

ぬ
災
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　
宅
地
造
成
工
事
な
ど
に
よ
る
崖
崩
れ
や

土
砂
の
流
出
と
い
っ
た
宅
地
災
害
を
未
然

に
防
ぐ
た
め
、
大
雨
の
予
想
さ
れ
る
梅
雨

を
前
に
府
は
府
内
市
町
村
や
消
防
、
警
察

な
ど
と
協
力
し
、
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み

を
行
い
ま
す
。

∧
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
∨

　
宅
地
造
成
地
や
土
砂
採
取
地
な
ど
の
防

災
工
事
の
安
全
性
な
ど
に
つ
い
て
点
検
、

指
導
し
ま
す
。

∧
宅
地
防
災
技
術
研
修
会
∨

　
宅
地
防
災
知
識
の
普
及
、
啓
発
を
図

る
た
め
、
宅
地
造
成
事
業
者
、
設
計
者

な
ど
を
対
象
に
し
た
研
修
会
を
５
月
下

旬
に
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
府
審

査
指
導
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ

さ
い
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
宅
地
災
害
を
防
ぐ
た
め
各
家
庭
で
自
宅

の
周
囲
を
点
検
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
次
の

よ
う
な
点
を
見
つ
け
た
ら
早
急
に
適
切
な

処
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
石
垣
、
擁
（
よ
う
）
壁
な
ど
に
亀
裂
な

ど
が
入
り
、
割
れ
目
か
ら
地
下
水
が
し
み

出
て
い
る

〇
石
垣
、
擁
壁
な
ど
の
水
抜
き
穴
か
ら
う

ま
く
水
が
流
れ
出
て
い
な
い

〇
地
盤
が
沈
下
し
て
い
る

〇
排
水
の
た
め
の
溝
に
泥
な
ど
が
つ
ま
っ

て
い
る

　
詳
し
い
点
検
方
法
な
ど
は
、「（
一
財
）

大
阪
建
築
防
災
セ
ン
タ
ー
」
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

HP 

２
７
９
８

問 

府
審
査
指
導
課
（
☎
06
・
６
２
１
０
・

９
７
２
２
）
又
は
市
審
査
指
導
課
（
☎
８

２
５
・
２
７
９
８
）税

・
保
険
・

年
金

税
の
お
知
ら
せ

市
民
税
・
府
民
税
の
税
額
決
定
・

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
発
送
日
な
ど
は
下
の
表
の
と
お
り
で

す
。

※
３
月
16
日
以
降
に
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
や
市
民
税
・
府
民

税
の
申
告
を
し
た
と
き
は
、
送
付
さ
れ
た

通
知
書
又
は
課
税
（
所
得
）
証
明
書
に
申

告
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
制
・
市
民
税
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
１
４
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

非
自
発
的
失
業
者
の 

国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減

　
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
失
業
し
た
人

に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
料
を
軽
減
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

算
額
を
超
え
た
と
き
は
終
了
し
ま
す
。
事

業
実
施
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い　
HP
２
２

８
７
９

問 
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２

８
・
０
７
５
１
）安

全
・
安
心

防

　
　災

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

時 

５
月
22
日
（
水
）
午
前
11
時
頃　
内 

緊
急
情
報
の
周
知
に
活
用
す
る
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
使
っ

た
訓
練
で
、
市
内
52
か
所
の
屋
外
拡
声
ス

ピ
ー
カ
ー
な
ど
か
ら
試
験
放
送
を
行
い
ま

す　
他 

①
近
隣
市
で
も
同
様
の
訓
練
が

行
わ
れ
ま
す
②
当
日
に
災
害
な
ど
が
発
生

し
た
と
き
は
中
止
し
ま
す　
HP
８
４
６

０

問 

防
災
課
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
４
）

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
応
急
手
当
普
及
員
講
習
∨

時 

６
月
５
日
～
７
日
の
午
前
９
時
～
午

後
５
時　
所 

枚
方
寝
屋
川
消
防
本
部　

内 

地
域
や
事
業
所
な
ど
で
応
急
手
当
の

知
識
や
技
術
を
広
く
普
及
す
る
資
格
を
取

得
す
る
講
習　
対 

寝
屋
川
市
・
枚
方
市

に
在
住
・
在
職
・
在
学
の
18
歳
以
上
の
人　

定 

20
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料　
他 

受
講

に
は
指
定
の
テ
キ
ス
ト
が
必
要
で
す
（
申

し
込
み
時
に
購
入
可
）。
詳
し
く
は
枚
方

寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て

く
だ
さ
い

申 
５
月
６
日
午
前
９
時
～
10
日
午
後
５

時
に
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
救
急
課
（
☎

８
５
２
・
９
９
１
８
）

∧
普
通
救
命
講
習
会
∨

時 

６
月
22
日
（
土
）
午
後
１
時
～
４
時　

所 

枚
方
東
消
防
署　
内 

成
人
へ
の
心
肺

蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
な
ど
の

知
識
と
技
術
を
習
得　
対 

寝
屋
川
市
・

枚
方
市
に
在
住
・
在
職
・
在
学
の
中
学

生
以
上
の
人　
定 

20
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料

申 

５
月
27
日
午
前
９
時
～
31
日
午
後
５

時
に
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

問
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
救
急
課
（
☎
８

５
２
・
９
９
１
８
）

∧
消
防
吏
員
採
用
試
験
∨

▽
受
験
資
格
・
採
用
予
定
人
数
な
ど　
19

ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お
り

▽
１
次
試
験　
６
月
９
日
（
日
）
午
前
９

時
30
分

申 
５
月
１
日
（
水
）
午
前
９
時
～
27
日

（
月
）
午
後
５
時
に
枚
方
寝
屋
川
消
防
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

∧
採
用
説
明
会
∨

時 

５
月
19
日
（
日
）
①
午
前
９
時
30
分
～

消防吏員受験資格及び採用予定人員

試験区分 受験資格 採用
予定人数 採用予定日

社会人
社会人として３年以上の勤務経験がある人
で、平成３年４月２日～11年４月１日生まれ
の人

11人程度 令和７年４月１日又は
10月１日

大卒程度 平成11年４月２日～15年４月１日生まれの人

※ ①いずれも学歴は問いません②高卒程度を対象とした試験は９月に実施予定です。

市民税・府民税の税額決定・納税通知書の発送日

徴収方法 発送日 課税 (所得 ) 証明書交付開始日

普通徴収 ６月３日（月）
６月３日（月）
※給与からの特別徴収のみの人は、５月14日（火）

から交付できます＜証明書コンビニ交付サービス
での交付は、徴収方法によらず６月３日（月）＞

年金特別徴収 ６月６日（木）

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心
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令和 6年 5月号

インフォメーション
イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則５月１日（水）から受け付けます。

★固定資産税・都市計画税（徴収・納付担当）
……………………………………………全期・第1期
★保育所・市立認定こども園保育料（保育課）
………………………………………………… 5月分

★軽自動車税（種別割）（徴収・納付担当）
…………………………………………令和６年度分
★留守家庭児童会保育料（社会教育推進課）
………………………………………………… 5月分

納期限のお知らせ ～５月31日（金）までに納めましょう～

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関、収納代理金融機
関、各担当窓口やシティ・ステーションで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。詳し
くは、各課へ問い合わせてください。

対 

離
職
日
に
65
歳
未
満
の
人
で
雇
用
保

険
の
特
定
受
給
資
格
者
又
は
特
定
理
由
離

職
者
の
う
ち
、
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
次
の

い
ず
れ
か
の
人

〇
特
定
受
給
資
格
者
…
11
・
12
・
21
・

22
・
31
・
32

〇
特
定
理
由
離
職
者
…
23
・
33
・
34

▽
軽
減
の
期
間　
離
職
日
翌
日
の
属
す
る

月
か
ら
、
そ
の
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年

度
末
ま
で

▽
必
要
書
類　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

又
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知
・
本
人
確

認
書
類

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

年
金
制
度

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

　
国
民
年
金
の
受
給
資
格
期
間
が
10
年
以

上
あ
る
人
が
、
原
則
と
し
て
65
歳
に
な
っ

た
と
き
に
受
給
で
き
ま
す
。

▽
受
給
資
格
期
間　
次
の
全
て
の
期
間
の

合
計

○
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

○
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
又
は
納
付
猶

予
、
学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間

○
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
の
加

入
期
間

○
合
算
対
象
期
間
（
カ
ラ
期
間
）

※
手
続
き
な
ど
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
２
１
１
）

市税市税などのなどの便利便利なな納付方法納付方法

納付方法

納付できる市税など

①市民税・府民税（普通徴収）②固定資産税・都市計画税③軽自
動車税（種別割）④国民健康保険料

◆納付書…取扱金融機関とコンビニエンスストアで納付できます
◆�口座振替…納期限日に口座から引き落として納付する便利で安全

な方法です（取扱金融機関の窓口で手続きが必要です。一部の金
融機関は、市役所などでキャッシュカードで手続きできます）
◆�ＱＲコードによるキャッシュレス決済（①～③のみ）…納付書

に印刷されたＱＲコードを読み取ることで、スマートフォン決
済アプリや地方税お支払いサイトからキャッシュレス決済が利
用できます（決済方法によっては手数料がかかります）

◆�スマートフォン決済アプリ…スマートフォン決済アプリで納付
書のバーコードを読み取り納付できます
◆�クレジットカード（④のみ）…パソコンなどで市ホームページ

（HP 6808）にアクセスし、専用サイトで納付番号やクレジット
カード情報などを入力して納付できます（手数料がかかります）
◆�ペイジー…ペイジー対応のＡＴＭで納付する方法と、パソコン

などからインターネットバンキングを利用して納付する方法が
あります

※詳しくは「地方税お支払いサイト」のホームページを見てください。

※ 納期限を過ぎた場合は利用できません。納税証明書が早急に必要
なときは、市役所や金融機関、コンビニで支払った領収書を持っ
て来てください。

問 市民サービス部徴収・納付担当（☎813・1136）
HP 3503


